
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

説明資料

用途地域等の全市見直しの進め方について 

―コンパクトシティ実現に向けて―  

土地利用計画制度について 

 

これまでの見直し経緯について 

 

検討にあたっての基本的視点 

 

見直しスケジュール 

平成２２年７月

札幌市市民まちづくり局都市計画部
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３
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関連説明資料 ２



 

 １ 土地利用計画制度について 

 

◆ 土地利用計画制度は、都市づくりの諸施策のうち都市計画法に基づく制度の一つであり、

土地の利用に関するルールを定め、個別の建築行為などを規制・誘導することによって都

市づくりの目標の実現を図るものである。 

 

◆ 土地利用計画制度には、市街化区域における土地利用の根幹をなす用途地域等の地域

地区や、地域のきめ細かな土地利用ルールとして定める地区計画などがある。 

 

 ◆ これらについては、上位計画や土地利用の現況・動向、社会情勢の変化を踏まえ、適時

適切に見直しを行う必要がある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目標実現を支える都市計画制度 

（都市施設）

具体の行為 

建築、開発行為
施設整備 

面的市街地整備 

 （土地利用）  （市街地開発事業）

都市づくりの「目標」 
  （札幌市都市計画マスタープラン） 

◇土地利用計画制度イメージ 

市街化区域 

 

⇒街区単位でのきめ細かな市街地像を定

める

⇒都市の骨格・根幹を定める 

・都市全体の視点から定めることが必要 

・安定的な枠組みとして定めることが必要 

地区計画（地域ルール） 

地域地区（全市ルール）

今
回
の
見
直
し
対
象 

 

用途地域 

特別用途地区 

高度地区など 

市街化調整区域 

用途地域

その他地域地区 

地区計画 

区域区分（線引き） 

⇒市街地の範囲を定める 
Ｈ22.4 見直し 

・地区の特性や都市全体の位置づけをふまえて定める

ことが必要



２ これまでの見直し経緯 

 

◆ 人口増大期においては、都市化の進展に対応した地域地区の見直しを行ってきた。 

（量的対応） 

 

◆ 平成 16 年 3 月に今後の都市づくりの指針である、都市計画マスタープランを策定し、平成

18 年 3 月に同マスタープランを踏まえ、市街地内部の質的充実を主眼に置いた用途地域

等の見直しを行った。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 検討にあたっての基本的視点 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

理
念
（
目
標
）

計
画
（
都
市
計
画
制
度
）

長総：S46 新長総：S51 ３次長総：S63 ４次長総：H12

 

 

 

 

 

 ・計画的な市街地整備 

・都市化の進展への「量的対応（制限の緩和）」 

きめ細かな土地利用ルールの設定による市街地整備の誘導 

○S58～〔地区計画制度の運用〕

◇ 本市における土地利用計画制度の運用 

札幌市都市計画 
マスタープラン：H16 

全
体

地
域

●S48 

 〔８種用途地域の指定〕 

●H8 

 
●H4 

 
●S61

 
●S54 

 〔見直し〕 〔見直し〕 〔見直し〕〔12種用途地域の指定〕

 ◆検討の基本的視点 

  ①市街地内のあらゆる地域における「歩いて暮らせるまちづくり」の実現 

 

  ②次代に引き継ぐべき「質の高い都市空間」の実現 

・市街地内部の 

充実化 

●H18

 〔見直し〕 

●H24 

 

◇社会・経済情勢の変化により生じた 

今日の都市課題に即した検討が必要 

○人口減少、超高齢社会の到来 

・・高齢者が安心して暮らせる環境づくり 

○地球環境問題の深刻化 

・・低炭素型社会の実現 

○都市経営コスト効率化の要請 

・・既存の基盤・資源の有効活用 

○ 都市魅力向上の要請 

・・良好な住環境・まちなみづくり 

より一層の推進 

●S45 
（当初線引） 

線
引
き

用
途
地
域

●S53 
（1回線引） 

●S60 
（2回線引）

●H3 
（3回線引）

●H10 
（4回線引）

●H16 
（5回線引）

●H22 
（6回線引） 

〔見直し予定〕 

札幌市都市計画マスタープラン 

「持続可能なコンパクトシティへの再構築」 

 

 

 

暮らし 活力 環境



４ 見直しスケジュール 

◆ 用途地域等の見直し素案を作成する前段で、土地利用計画のあり方や用途地域の

見直しの方針である「土地利用計画制度の運用方針」の見直しを行う。 

◆ 運用方針に基づき、用途地域等の地域地区及び地区計画の見直しを行う。 

◆ 見直し素案がまとまった後、都市計画法に基づく法定手続きを進める。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

審議状況の情報

提供 

市 民、関係団体 都市計画審議会 

運用方針見直し【案】中間まとめ 

 

論点整理、方向性

の検討 

素案の検討 

見直し素案 

案 

素案の修正 

すすめ方 Ｈ22 年 7月 

Ｈ23 年 春 

Ｈ23 年 夏 

Ｈ24 年 春 

方
針
の
検
討

案
作
成
・
都
市
計
画
手
続
き

運用方針【案】に対する意見募集 

素案に対する意見募集 

運用方針のとりまとめ 

決定告示 

法定手続き 


